
広島市告示第５４７号

令和７年１２月１２日

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、市道の路線を次のように
認定します。
その関係図面は、令和７年１２月１２日から同月２６日まで広島市道路交通局道路管理

課において縦覧に供します。

広島市長 松 井 一 實

整 理 起 点

路 線 名

番 号 終 点

東 １ 区 東区馬木七丁目６６７番地１８地先

17760

５ １ ８ 号 線 東区馬木七丁目２３４４番地６５地先

東 １ 区 東区馬木七丁目５８６番地２２地先

17761

５ ６ ２ 号 線 東区馬木七丁目２３４５番地１４地先

東 １ 区 東区馬木七丁目２３４４番地４２地先

17762

５ ６ ３ 号 線 東区馬木七丁目２０６５番地１１４地先

安 佐 北 ３ 区 安佐北区可部東五丁目４７番地２地先

17763

９ ９ ３ 号 線 安佐北区可部東五丁目１１番地地先

安 佐 北 ３ 区 安佐北区亀山七丁目４８１番地１４地先

17764

１ ０ ２ ５ 号 線 安佐北区亀山七丁目４７８番地１０地先

安 芸 １ 区 安芸区中野二丁目３８６番地１５地先

17765

６ ９ ２ 号 線 安芸区中野二丁目３８６番地１１地先

安 芸 １ 区 安芸区中野東六丁目４５６６番地６地先

17766

６ ９ ３ 号 線 安芸区中野東六丁目４５６４番地１地先



佐 伯 ３ 区 佐伯区千同三丁目３１１番地８地先

17767

３ ３ ９ 号 線 佐伯区千同三丁目３１１番地７地先

佐 伯 ３ 区 佐伯区千同三丁目８８番地６地先

17768

３ ４ ０ 号 線 佐伯区千同三丁目８６番地１地先


